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手
話
入
門
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

〇
対
象
者

　
小
学
４
年
生
以
上

〇
開
催
期
間
お
よ
び
時
間

　
６
月
11
日（
木
）
～
11
月
19
日（
木
）
ま
で
の
毎
週
木
曜
日（
全
23
回
）

　
午
後
７
時
～
８
時
30
分

〇
会
場

　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
３
階　

大
会
議
室

〇
受
講
料

　
無
料

※
損
害
保
険
料
３
５
０
円
は
自
己

負
担
に
な
り
ま
す
。

〇
申
込
期
限　

　
６
月
３
日（
水
）

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
福
祉
事
務
所
障
害
福
祉
係

　
☎（
86
）１
１
４
６［
直
通
］

　
町
で
は
、
手
話
の
基
本
的
な
技

術
を
学
び
た
い
か
た
や
手
話
を
通

じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て

み
た
い
か
た
な
ど
を
対
象
に
手
話

入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
手
話
を
習
っ
た
こ
と
が
な
い
初

心
者
の
か
た
も
歓
迎
し
ま
す
。

興
味
の
あ
る
か
た
は
お
気
軽
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
は
生
活
排
水
を
浄
化
し
、

き
れ
い
な
水
に
し
て
流
す
こ
と
が
で

き
る
装
置
で
す
。

　
浄
化
槽
の
使
用
者
は
保
守
点
検
や

清
掃
と
は
別
に
、
機
能
が
正
常
に
維

持
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
、
年

１
回
の
法
定
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
法
定
検
査
は
、
鹿
児
島
県
環
境
保

全
協
会
の
検
査
員
が
行
い
ま
す
。
検

査
実
施
期
間
を
４
年
周
期
と
し
、
検

査
員
が
４
年
間
に
１
回
の
基
本
検
査

と
、
採
水
員
が
４
年
間
に
３
回
の
採

水
検
査
を
行
い
ま
す
。

　

検
査
対
象
と
な
っ
た
浄
化
槽
の

使
用
者
に
は
、
検
査
日
程
の
事
前
通

知
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず
受
検
し
ま

し
ょ
う
。

問い合わせ先
・役場水道課下水道係
　☎ （86）１１１４ ［直通］

・（公財）鹿児島県環境保全協会
　☎ ０９９ （２９６）９０００ ［直通］

・鹿児島県生活排水対策室
　☎ ０９９ （２８６）３６８５ ［直通］

検査手数料について（一般家庭５～ 10 人槽）

採水員検査
基本検査

（ガイドライン検査）
ー

3,000 円
5,000 円 合併浄化槽

4,000 円 単独浄化槽


